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平成31年度雲南市当初予算�

将来目標と予算規模
将来目標 雲南市がめざす「生命と神話が息づく　新しい日本のふるさとづくり」

を実現するために次の将来目標を定めています。

　限られた予算をまちづくりの効果の高い施策に重点的に配分します。また、達成目標を指標化して毎年度政策
評価を行うことにより、総合計画の適切な進行管理を行い、将来目標の実現に努めます。
　平成31年度当初予算は、「第２次雲南市総合計画」および「まち・ひと・しごと雲南市総合戦略」の５年目で
あり、「安全・安心」「活力と賑わい」「健康長寿・生涯現役」のまちづくりを進めることとし、『人口の社会増へ
の挑戦』を掲げ、第２次雲南市総合計画の施策体系のもとで、施策の基本方針、基本事業の取り組み方針に基づ
き事業展開し、「生命と神話が息づく　新しい日本のふるさとづくり」をめざします。

会計別予算規模 平成31年度雲南市当初予算の会計ごとの総額です。

　予算編成に当たっては、普通交付税の一本算定への移行を見据えた中で、「第２次雲南市総合計画」および「まち・
ひと・しごと雲南市総合戦略」に掲げた「地方創生」「人口の社会増」をめざし、「安全・安心」「活力と賑わい」

「健康長寿・生涯現役」のまちづくりを進める事業を取り入れながら予算編成を行いました。

会　計　別 31年度予算 30年度予算 増減（H31 ー H30） 増減(％ )
一般会計 294億5,100万円 299億1,400万円 △ 4億6,300万円 △ 1.5
特別会計
　国民健康保険事業（事業） 43億9,970万円 44億3,550万円 △ 3,580万円 △ 0.8
　国民健康保険事業（直診） ― 1億1,620万円 △ 1億1,620万円 皆減
　後期高齢者医療事業 10億8,900万円 10億8,460万円 440万円  0.4
　農業労働災害共済事業 440万円 450万円 △ 10万円 △ 2.2
　生活排水処理事業 25億9,600万円 25億8,700万円 900万円 0.3
　財産区 96万円 101万円 △ 5万円 △ 4.6
　土地区画整理事業 3,220万円 6,390万円 △ 3,170万円 △ 49.6

合　　　計 375億7,326万円 382億 671万円 ６億3,345万円 △ 1.7

 みんなで築く
 まち

協働・行政経営

【まちづくりの基本理念】

生
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育つまち

教育・文化

 挑戦し活力を
 産みだすまち

産　業

みんなで築く
まち

市民が主役のまちづくりの推進 5億8,310万円

移住・交流の推進 3,936万円

市民と行政の情報の共有化 2,680万円

男女共同参画の推進 144万円

時代にあった行政サービスの実現 6億5,081万円

職員の育成・確保 1,312万円

計画的なまちづくり 9,576万円

財政の健全化 1億4,917万円

安全・安心で
快適なまち

都市・住まいづくりと土地利用の推進 6億8,618万円

自然環境・景観の保全 8億4,956万円

地域情報化の推進 8,599万円

生活道路の整備 10億4,797万円

広域幹線道路の整備 1億5,515万円

公共交通ネットワークの充実 2億9,310万円

上水道の整備 4億4,947万円

下水道の整備 15億4,163万円

消防・防災対策の推進 10億6,818万円

交通安全の推進 1,292万円

消費者保護・防犯対策の推進 587万円

支えあい健や
かに暮らせる
まち

地域医療の充実
20億5,246万円

健康づくりの推進 1億7,122万円

高齢者福祉の充実 11億7,643万円

障がい者（児）福祉の充実 14億 6万円

生活困窮者の支援 3億1,088万円

地域福祉の充実 2億3,775万円

子育て支援の充実
24億5,990万円

ふるさとを学
び育つまち

学校教育の充実 21億7,807万円
生涯学習の推進 2億 293万円

青少年健全育成の推進 3,636万円

平和と人権の尊重 2,031万円

生涯スポーツの振興 1億4,505万円

地域文化の振興 1億5,236万円

挑戦し活力を
産みだすまち

地域資源を活かした産業の創出 3,941万円

雇用機会の充実と安定 1,748万円

工業の振興 5,348万円

農業の振興 9億5,740万円

林業の振興 3億98万円

観光の振興 15億7,768万円

商業の振興 1億4,659万円

その他 議会，監査委員会，公平委員会，選挙 5,666万円

H31 　　　
H30 　　　

※人件費、公債費、予備費を除きます。
※グラフ内の数字は、Ｈ31当初予算額です。

5 10 15 20 25（億円）

施策枠別予算額 施策枠別の平成31年度一般会計当初予算です。

　予算編成に当たっては、「地方創生」「人口の社会増」に向け、新たな事業や既存事業を効果的・効率的に配分
し、施策枠別に目標値を設定し調整を行いました。
　施策としては、学校教育の充実、自然環境の保全、観光の振興、林業の振興、広域幹線道路の整備、子育て支
援の充実、地域文化の振興などの事業費の増額を図りました。
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（単位：千円・％）

款 31年度予算額 30年度予算額 増　　減
Ａ 構成比 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ 増減率

市税 3,936,731 13.4 3,906,739 13.1 29,992 0.8
地方譲与税 265,000 0.9 265,000 0.9 0 0.0
利子割交付金 9,000 0.0 9,000 0.0 0 0.0
配当割交付金 10,000 0.0 11,000 0.0 △ 1,000 △ 9.1
株式等譲渡所得割交付金 8,000 0.0 13,000 0.0 △ 5,000 △ 38.5
地方消費税交付金 660,000 2.2 675,000 2.3 △ 15,000 △ 2.2
ゴルフ場利用税交付金 7,000 0.0 8,000 0.0 △ 1,000 △ 12.5
自動車取得税交付金 26,000 0.1 45,300 0.2 △ 19,300 △ 42.6
自動車税環境性能割交付金 6,000 0.0 0 0.0 6,000 皆増
地方特例交付金 12,000 0.0 11,000 0.0 1,000 9.1
地方交付税 12,620,000 42.9 12,939,000 43.3 △ 319,000 △ 2.5
交通安全対策特別交付金 4,000 0.0 4,000 0.0 0 0.0
分担金および負担金 378,345 1.3 396,035 1.3 △ 17,690 △ 4.5
使用料および手数料 280,020 1.0 290,884 1.0 △ 10,864 △ 3.7
国庫支出金 2,140,542 7.3 2,425,783 8.1 △ 285,241 △ 11.8
県支出金 1,904,948 6.5 1,850,741 6.2 54,207 2.9
財産収入 29,247 0.1 36,443 0.1 △ 7,196 △ 19.7
寄附金 108,940 0.4 87,701 0.3 21,239 24.2
繰入金 1,440,960 4.9 872,434 2.9 568,526 65.2
繰越金 10,000 0.0 10,000 0.0 0 0.0
諸収入 628,067 2.1 658,240 2.2 △ 30,173 △ 4.6
市債 4,966,200 16.9 5,398,700 18.1 △ 432,500 △ 8.0

歳　入　合　計 29,451,000 100.0 29,914,000 100.0 △ 463,000 △ 1.5

平成31年度雲南市当初予算�

一般会計　歳入・歳出予算の概要

　財政基盤の安定や多様な市民の皆さんのニーズに応じた
自主性のあるサービスを提供するためには、一般的に自主
財源の比率が高いことが望ましいと言われています。
　市の一般会計収入総額294億5,100万円に占める自主財
源の割合は23.1％であり、国や県からもらえるお金や借
入金に依存している構造となっています。

　市の一般会計歳出総額294億5,100万円に占める公債費
は、約39億8,894万円で、割合にして13.6％と高くなって
います。このほか総務費、民生費、衛生費、教育費が全体に
占める割合が多い費目となっています。
　衛生費、農林水産業費が前年度に比べて伸びているのは、
雲南市飯南町事務組合負担金（清掃事業）、病院事業会計補
助金、バイオマス関連整備事業などの増額によるものです。

（単位：千円・％）

款 31年度予算額 30年度予算額 増　　減
Ａ 構成比 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ 増減率

議会費 218,010 0.8 213,614 0.7 4,396 2.1
総務費 3,650,312 12.4 3,635,863 12.1 14,449 0.4
民生費 6,633,539 22.5 6,629,291 22.2 4,248 0.1
衛生費 3,646,519 12.4 3,451,235 11.5 195,284 5.7
労働費 93,814 0.3 90,849 0.3 2,965 3.3
農林水産業費 2,451,536 8.3 2,354,686 7.9 96,850 4.1
商工費 1,834,995 6.2 1,817,789 6.1 17,206 0.9
土木費 2,657,737 9.0 3,177,539 10.6 △ 519,802 △ 16.4
消防費 1,030,206 3.5 1,020,860 3.4 9,346 0.9
教育費 3,188,397 10.8 3,175,643 10.6 12,754 0.4
災害復旧費 37,000 0.1 294,046 1.0 △ 257,046 △ 87.4
公債費 3,988,935 13.6 4,032,585 13.5 △ 43,650 △ 1.1
　うち繰上償還金 0 0.0 0 0.0 0 －
諸支出金 0 0.0 0 0.0 0 －
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0 

歳　出　合　計 29,451,000 100.0 29,914,000 100.0 △463,000 △ 1.5

分担金・負担金：事業をするときに市民の皆
さんに負担していただくものです。保育所
負担金、給食費負担金などです。

使用料・手数料：公営住宅使用料、バス使用
料、幼稚園使用料などがあります。

繰入金：市の貯金である基金を取り崩して事
業に使うものです。

諸収入：市が事業を受託して行うことに対す
る収入や寄附金、他の団体から収入がある
ものなどです。

財産収入：市の建物を貸付けているものの貸
付料や、市有地の売払い料などです。

地方交付税：市の行政運営に必要な歳出総額
のうち市税や市債などで賄えない部分を、
国が計算して補てんするものです。

地方譲与税等：自動車重量税や地方揮発油税
など国税の一部が道路延長などによって市
に配分されるものです。

国庫支出金・県支出金：事業に対しての、国
や県の負担金や補助金です。

市債：事業をするときに市税などで賄えない
資金について、市が国や金融機関からする
借金です。

自主財源：市が自主的に収入できる財源で、
市税、分担金、負担金などです。

依存財源：国、県によって定められたり、割
り当てられたりする財源です。

議会費：議員報酬、議会運営などの経費です。
総務費：電算経費、自治振興費、税務管理費、戸

籍住民基本台帳費などの経費です。
民生費：社会福祉、老人福祉、障がい者福祉、児

童福祉、生活保護費などの経費です。
衛生費：病院事業補助、清掃・火葬場・環境衛生

などの組合負担金や、浄化槽設置事業の負担金
などの経費です。

労働費：勤労青少年ホームや勤労者福祉センター
などの管理経費です。

農林水産業費：農業、畜産、林業などの振興や、
農業集落排水事業の負担金、地籍調査などの経
費です。

商工費：商業、工業、観光振興などの経費です。
土木費：道路改良・維持、河川維持、都市計画、

住宅整備、公共下水道整備事業の負担金などの
経費です。

消防費：消防本部の負担金、消防団の維持管理、
災害対策などにかかる経費です。

教育費：小・中学校、幼稚園、社会教育、体育施
設、学校給食などの経費です。

災害復旧費：道路・河川災害、農地・農業用施設
災害を復旧する経費です。

公債費：市が建設事業などを行うために借入した
お金を返済するための経費です。

歳入

自主財源
23.1%

依存財源
76.9%

市税
13.4%

分担金および負担金
1.3%

使用料および手数料
1.0%

繰入金
4.9%

諸収入
2.1%

財産収入等
0.4%

地方交付税
42.9%

地方交付税
42.9%

地方譲与税等
3.3%

国庫支出金
7.3%

県支出金
6.5%

県支出金
6.5%

市債
16.9%

議会費
0.8%

総務費
12.4%

民生費
22.5%

衛生費
12.4%

労働費
0.3%

農林水産業費
8.3%

商工費
6.2%

商工費
6.2%

土木費
9.0%

消防費
3.5%

教育費
10.8%
教育費
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災害復旧費
0.1%

公債費
13.6%

予備費
0.1%

歳出

[ 歳入 ]
[ 歳出 ]
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性質別歳出内訳
(一般会計 ) 平成31年度一般会計当初予算の性質別歳出内訳です。

基金残高
(一般会計 ) 一般会計の基金残高の見込みです。

地方債残高
(一般会計 ) 一般会計の地方債残高の見込みです。

平成31年度
雲南市の家計簿

平成31年度の雲南市一般会計当初予算を、月収40万円の家庭の家計簿にた
とえてみました。

　平成31年度一般会計当初予算の歳出を、使われる目的の性質別に分類してみると、道路・橋梁、農林業施設、
学校その他公共施設の新増築、改良などを行う普通建設事業費の割合が16.9％と最も高く、次いで補助費等が
15.9％、物件費14.3%、人件費14.0％、公債費13.5％、扶助費12.0％、繰出金11.7%などの順となっています。
　投資的経費の普通建設事業費は49億5,795万円で前年度対比9.0％の減となっていますが、清嵐荘整備事業、
学校給食センター建設事業、起債道路整備事業、企業団地関連道路整備事業など大規模な建設事業が予定されて
おり、依然として高い水準で推移しています。

　基金には、収入の不足を補うための「財
政調整基金」、借金の返済に充てられる「減
債基金」や、特定の目的（事業）を実施す
るために積み立てられる「特定目的基金」
があります。
　雲南市の特定目的基金は、全部で16種
類あります。
　平成31年度末の基金残高見込みは、減
債基金、財政調整基金、特定目的基金すべ
て減少する見込みです。

　借金（地方債残高）が増えると財政を圧迫
して、新たな取り組みなどができなくなる恐
れがあります。
　雲南市は、ピーク時には一般会計で567億
円を超える借金がありましたが、事業の見直
しによる新たな借金の圧縮や繰上償還を実施
して、計画的に借金の残高を減らしてきてい
ます。
　しかし、平成31年度は大規模な普通建設が
集中しており、地方債残高が増える見込みで
す。

　収入のうち、給与の基本給にあたる地方税より、地方交付税など諸手当の割合が非常に多くなっています。
　また、支出では、電化製品・車の購入が全体の約1/6と多く、次いで会合の会費・援助、光熱水費・生活雑貨、
食糧費、借金の返済などの順となっています。

（単位：千円・％）

区分 31年度予算額 30年度予算額 増　減
Ａ 構成比 Ｂ 構成比 Ａ－Ｂ 増減率

義務的経費 11,636,363 39.5 11,774,484 39.3 △ 138,121 △ 1.2
人件費 4,126,683 14.0 4,107,965 13.7 18,718 0.5 
公債費 3,988,885 13.5 4,032,535 13.5 △ 43,650 △ 1.1
扶助費 3,520,795 12.0 3,633,984 12.1 △ 113,189 △ 3.1 

投資的経費 4,994,946 17.0 5,740,759 19.2 △ 745,813 △ 13.0
普通建設事業費 4,957,946 16.9 5,446,713 18.2 △ 488,767 △ 9.0
災害復旧費 37,000 0.1 294,046 1.0 △ 257,046 △ 87.4 

その他の経費 12,819,691 43.5 12,398,757 41.5 420,934 3.4
物件費 4,215,942 14.3 3,838,318 12.9 377,624 9.8
補助費等 4,695,860 15.9 4,515,191 15.1 180,669 4.0
維持補修費 256,855 0.9 243,904 0.8 12,951 5.3
積立金 118,445 0.4 97,252 0.3 21,193 21.8
貸付金 50,000 0.2 60,000 0.2 △ 10,000 △ 16.7 
繰出金 3,462,589 11.7 3,624,092 12.1 △ 161,503 △ 4.5 
予備費 20,000 0.1 20,000 0.1 0 0.0 

歳　出　合　計 29,451,000 100.0 29,914,000 100.0 △ 463,000 △ 1.5

人件費：議員報酬、各種委員報酬、特別職・職員
の給与、共済金、退職金などです。

公債費：市が建設事業などを行うために借入した
お金を返済するための費用です。

扶助費：生活保護法、児童福祉法、老人福祉法な
どに基づいて支給する費用です。市の単独によ
る扶助費もあります。 

普通建設事業費：道路・橋梁、農林業施設、学校
その他公共施設の新増築、改良などの費用です。

物件費：賃金、旅費、需用費、備品購入費、報償
費など消費的性質の費用です。

補助費等：各種補助金・負担金や火災保険料、一
部事務組合負担金などの費用です。 

繰出金：一般会計から特別会計などに支出される
費用です。

《収入》 （単位：円）

給与
基本給 53,468 地方税

諸手当 240,026 地方交付税、各種交付金
国・県支出金

パート収入 17,472 分担金・負担金
使用料・手数料、諸収入

その他の臨時収入 1,877 寄附金、財産収入
貯金の引き出し 19,571 繰入金
借入金 67,450 地方債
前年の残金 136 繰越金

計 400,000

《支出》 （単位：円）
食糧費 56,048 人件費
医療費など 47,819 扶助費
光熱水費・生活雑費 57,260 物件費
家の修繕など 3,489 維持補修費
電化製品・車の購入 67,338 普通建設事業費
仕送り 47,028 繰出金
会合の会費・援助 63,779 補助費
借金の返済 54,177 公債費
貯金 1,609 積立金
その他 1,453 その他

計 400,000
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５つの重点分野�

「地方創生」に向けた重点施策
（１）子育て分野

【子ども医療費助成事業】

　1 億 6,112 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

安心して子育てができる環境づくりを推進するため、０歳から中学
校修了までの子ども等の医療費の自己負担額を全額助成します。

【第３子以降保育料無料化事業（保育所・認定こども園・幼稚園）】

　（歳入）　▲ 6,001 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

満18歳未満の子どもが３人以上いる世帯のうち、当該世帯の第３
子以降の児童・幼児にかかる保育所・認定こども園・幼稚園保育料
を無料とします。

【第１子・第２子に係る保育所・認定こども園保育料軽減事業】

　（歳入）　▲ 1,060 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

島根県が平成28年度に創設した３歳未満児の第１子・第２子に係
る保育所・認定こども園保育料を軽減するための支援制度を活用し、
若い子育て世帯等の経済的負担を軽減します。

【子ども家庭支援センター運営事業】

　653 万円　
子ども政策局子ども家庭支援課

☎ 0854-40-1067

子ども家庭支援センター『すワン』は、子育ての総合相談窓口とし
てさまざまな相談に対応し、課題解決を支援します。

【不妊治療費助成事業補助金】

　699 万円　
健康福祉部健康推進課

☎ 0854-40-1045

一般不妊治療・特定不妊治療に要する費用の一部を助成することに
より、治療を受けている夫婦の経済的負担の軽減を図ります。

【放課後児童クラブ整備事業】

　6,860 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

老朽化した大東小学校区の放課後児童クラブ「ちゃれんじクラブ」
の建て替えを行います。

【保育所保育士確保対策事業費補助金】

　983 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

市内にある公立委託保育所および私立認可保育所が待機児童の解消
を図るため、あらかじめ確保した保育士の雇用に要する経費に対し、
補助金を交付します。

【木次こども園建設事業】

　１億 2,620 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

現在施設が分離している木次こども園を一体型施設として整備を行
うため、周辺の用地の買収、建物の補償、施設の実施設計などを行
います。

（２）教育分野
【ＬＤ教室運営事業】

　736 万円　
子ども政策局子ども家庭支援課

☎ 0854-40-1067

学習障がい（LD）の診断を受けている児童生徒や疑いのある児童
生徒について、学習などにおける困難を少しでも取り除くため、個
別の学習等を実施します。

【UNNAN学びサポート事業】

　456 万円　
教育委員会学校教育課・キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1072 ／☎ 40-1073

小中学校の教職員の授業力向上と児童生徒の学力向上に向けた特別
授業等を行うためにスーパーティーチャー（高い指導力を持ち全国
的に定評のある教員等）を活用します。また、児童生徒の学習習慣
の定着に向けて、ICT機器等を活用した放課後学習や、長期休業等
を活用した地域での学習の場づくりを行います。

【中高生の！幸雲南塾事業・幸雲南塾inさんべ事業】

　246 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

小中高校生の希望者を対象に、大学生、社会人などの協力を得なが
ら体験活動や課題解決型学習など発達段階に応じた多様な学習プロ
グラムを提供します。また、中学校３年生の希望者を対象に、宿泊
型のキャリアアップ研修を開催します。

【キャリア教育推進事業】

　1,322 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

「夢」発見プログラムを柱とするキャリア教育の推進に向け、総合
的な学習の時間や土曜日等を活用したプログラムに、教育NPO等
との協働により取り組みます。

【教育魅力化推進事業】

　1,863 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

高校担当の教育魅力化コーディネーターを継続して配置するほか、
平成31年度雲南市教育魅力化アクションプランで示した施策を展
開します。その一つとして、サッカーを通じた魅力ある教育環境の
創出に向けた調査を行います。

【小学校英語教育推進事業】

　2,258 万円　
教育委員会学校教育課

☎ 0854-40-1072

英語指導助手３人を配置し、小学校３年生からの英語教育を推進し
ます。

（３）仕事分野
【産業振興センター運営事業】

　2,682 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

産業支援活動のうち、地場企業の成長を促すために、①企業誘致、
②販路開拓・新事業発掘、③事業承継・起業創業を重点分野とし、
力強い地域経済の実現と人口の社会増に取り組みます。
　　　◎雲南市産業振興センター運営（653万円）
　　　◎雲南市産品販路拡大事業　　 （376万円）
　　　◎起業創業・経営支援事業　　 （753万円）
　　　◎企業誘致推進事業　　　　　 （900万円）

【人材確保支援事業】

　150 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

市内事業者の人材不足解消およびＵＩターン促進を図るため、積極
的に人材確保に取り組んでいる人材不足業種に対し、正社員として
雇い入れたＵＩターン者の転居に係る費用を助成します。

【神原企業団地整備事業】

　2 億 1,500 万円　
産業観光部商工振興課・建設部都市計画課

　　　　☎ 0854-42-1052 ／☎ 40-1064

神原企業団地造成工事および企業団地の拡張に向けた検討を行いま
す。
また、国道54号から神原企業団地への接続道路整備を行います。
　　　◎神原企業団地造成事業　 （100万円）
　　　◎市道宇治三代線整備事業（2億1,400万円）

拡充
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施策別主要事業�

みんなで築くまち《協働・行政経営》
（１）市民が主役のまちづくりの推進

【交流センター管理事業】

　6,067 万円　
政策企画部地域振興課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1013

交流センター全30施設（指定管理：28施設、市直営管理：２施設）
の施設維持管理経費です。また、各交流センターの小規模修繕事業
を実施します。

【春殖交流センター整備事業】

　6,399 万円　
大東総合センター
☎ 0854-43-8160

旧春殖交流センター（大東町）の解体、撤去工事と新春殖交流セン
ターの外構（フェンス）、舗装工事等を行います。

【久野交流センター整備事業】

　423 万円　
大東総合センター
☎ 0854-43-8160

老朽化した久野交流センター（大東町）を旧久野幼稚園に移転する
ための実施設計を行います。

【UIターン人材確保事業交付金】

　384 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

県外から雲南市に移住する意思があり、市内の介護サービス事業所
に就労しようとする人材を確保するために、事業所で実施される体
験研修等に要する費用を１年間助成します。

【東京23区からの移住支援事業補助金】

　300 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

東京23区在住者または東京23区への通勤者が、雲南市に移住して
中小企業等に就職する場合もしくは起業をする場合、単身の場合は
60万円、世帯の場合は100万円の移住支援金を交付します。

（４）住まい分野
【宅地購入補助金】

　800 万円　
建設部建築住宅課
☎ 0854-40-1065

子育て世帯が住宅を取得することを目的に民間住宅地を購入される
場合、補助金を交付します。
　【要件】
　　　◎土地購入費が100万円以上のもの

（ただし、都市計画区域外では土地購入費と造成費をあわ
せて100万円以上のもの）

　　　◎新築の場合2年以内に建設
　【補助額】
　　都市計画区域内：土地購入費の1/10（上限50万円）
　　都市計画区域外：土地購入費と造成費の1/10（上限50万円）

【民間賃貸住宅家賃助成事業補助金】

　240 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

市内事業所に通勤している市外在住の方または新たに市内事業所へ
就職する市外在住の方が、雲南市内の民間賃貸住宅を借りる場合一
部を助成します。補助率は対象家賃の1/2、補助上限額は20千円（子
育て世帯は30千円）で、助成期間は転入から12 ヵ月です。

【三世代同居促進支援事業補助金】

　300 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

平成31年４月以降、新たに三世代同居を行うために持家を改修す
る場合、経費の一部を助成します。補助率は1/5で、補助上限額は
都市計画区域外は100万円、都市計画区域内は50万円です。

【空き家改修事業補助金】

　300 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

市外から雲南市への定住を目的に、空き家バンク物件を改修される
場合、改修経費の一部を助成します。
　※補助上限額
　　UIターン者　　　　　　　　50万円/件（補助率1/2）
　　UIターン者＋子育て世帯　 100万円/件（補助率1/2）

【空き家片付け事業補助金】

　75 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

空き家を住まいとして紹介する空き家バンクの物件を確保するた
め、空き家の片付けに要する費用の一部を助成します。
　※補助上限額　5万円/件（補助率1/2）

（５）チャレンジ分野
【企業チャレンジ推進事業】

　782 万円　
政策企画部政策推進課

☎ 0854-40-1011

社会課題の解決や地方創生に関心と意欲の高い市内外の企業等と、
地域および雲南市が協働し、企業等が有するサービス、技術等の企
業力を活用した地域課題の解決に取り組みます。

【若者チャレンジ推進事業】

　4,512 万円　
政策企画部政策推進課

☎ 0854-40-1011

課題解決にチャレンジする若手人材を育成する「幸雲南塾（大人版）」
等を通じて、市内外の志ある若者の学び合いと活動のビジネス展開
を支援するほか、首都圏の地域起業に関心のある人材の誘致に取り
組みます。

【コミュニティキャンパス推進事業】

　1,078 万円　
政策企画部政策推進課

☎ 0854-40-1011

意欲ある大学生に学びと成長が得られる研修プログラムを提供する
とともに、UIターンにつながる市内企業インターンシッププログラ
ムを実施し、まちづくりの担い手となる人材の育成・確保を図りま
す。

（６）その他
【スペシャルチャレンジ事業補助金】

　810 万円　
政策企画部政策推進課

☎ 0854-40-1011

次世代のまちづくりのリーダー人材の育成・確保を図るため、チャ
レンジ精神にあふれる中高生・大学生の国内・海外研修（留学）や、
地域の課題解決に資する若者の起業創業に対し、新たに助成金（チャ
レンジ資金）を交付します。

【移住定住促進事業】

　849 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

都市圏で開催される定住相談会への参加、移住支援ガイドブックの
更新、定住支援サイトの運営による情報発信やＵＩターン就職を促
進する地場企業のＰＲを行います。また、子育て世代への情報発信
を強化するための取り組みを行います。

新規

新規
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【地域づくり活動等交付金】

　2 億 8,952 万円　
政策企画部地域振興課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1013

地域自主組織の地域づくり活動等を支援するために必要な経費を交
付金として「地域自主組織」へ交付します。

【地域づくりイベント補助金】

　600 万円　
各総合センター

「大東よいとこ祭り」「加茂よっといで祭り」「きすきがっしょ祭り」
「みとやっこまつり」「ななかまどフェスタ」「掛合ふるさとまつり」
などの地域イベントに助成します。

【自治会集会所建設費補助金】

　455 万円　
政策企画部地域振興課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1013

自治会集会所の新築、増改築、既存建物の購入および修繕に対する
補助金です。補助率は1/3で、補助額の上限額は、新築、増改築、
既存建物の購入は200万円、修繕は100万円です。

【自治会交付金】

　3,166 万円　
総務部総務課・各総合センター

　　　  ☎ 0854-40-1021

自治会の組織維持・運営に役立てていただくために、市内全自治会
に交付します。
交付金は、世帯数・高齢化率に応じ算定し、6月末までに自治会の
指定口座にお支払いします。

（２）移住・交流の推進
【結婚対策事業】

　230 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

独身男女の結婚活動を支援するため、市庁舎内に結婚相談サロンの
開設や市民活動団体等が行う婚活イベントおよび研修などの助成を
行い、男女の出会いの場づくりと縁結びの活動を推進します。

【定住支援員配置事業】

　898 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課

☎ 0854-40-1014

移住・定住のための情報発信や空き家を活用した住まい、就業・就
農の相談による定住促進を行うために、定住支援スタッフを配置し
ます。

【尾原ダム振興事業】

　1,946 万円　
政策企画部地域振興課・木次総合センター
　☎ 0854-40-1013 ／☎ 0854-40-1080

「尾原ダム・水源地域ビジョン」に沿った水の縁推進事業やダム湖
周辺地域活性化事業による地域支援を行います。
また、さくらおろち湖周辺の各種スポーツイベント・景観保全活動
などを実施します。

（３）市民と行政の情報の共有化
【広報・広聴活動事業、ホームページ運営事業】

　858 万円　
政策企画部情報政策課

☎ 0854-40-1015

広報・広聴活動、ホームページの運営に係る経費です。市報うんな
んの発行（毎月）、市政懇談会などを開催します。
また、市ホームページやメールマガジンで行政情報を提供します。

【統計調査事業】

　1,655 万円　
政策企画部情報政策課

☎ 0854-40-1015

各種統計調査事業を実施します。
ご協力をお願いします。
　　【本年度実施する主な統計調査】
　　　　　◎農林業センサス　　調査期日２月１日

（４）男女共同参画の推進
【男女共同参画推進事業】

　144 万円　
男女共同参画センター

☎ 0854-42-1767

市民誰もがお互いを尊重し、安心して生き生きと豊かに暮らしてい
くために、男女共同参画社会をめざし、意識啓発のための研修、講
座の開催、情報提供を行います。

（５）時代にあった行政サービスの実現
【庁舎管理事業】

　1 億 2,037 万円　
総務部管財課・各総合センター

　　　  ☎ 0854-40-1025

市役所本庁舎、分庁舎、各総合センターの光熱水費、設備等の保守
委託などの管理経費です。

【コンビニ交付導入事業】

　4,611 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

マイナンバーカードを利用して、住民票の写し等の各種証明書がコ
ンビニに設置されているマルチコピー機で取得できるようにしま
す。

（６）職員の育成・確保
【職員研修事業】

　447 万円　
総務部人事課

☎ 0854-40-1021

さまざまな行政課題別の職員研修に積極的に参加させるなど、人材
育成を進め、職員の資質向上に努めます。

（７）計画的なまちづくり
【コウノトリと共生するまちづくり事業】

　150 万円　
政策企画部地域振興課

☎ 0854-40-1013

コウノトリと共生するまちづくりビジョンを着実に実施するための
アクションプラン策定や啓発活動、広域的な連携活動を行います。

（８）財政の健全化
【税の賦課徴収事業】

　7,686 万円　
市民環境部税務課・債権管理対策課
☎ 0854-40-1034 ／☎ 40-1035

市税等（市県民税、固定資産税、軽自動車税、市たばこ税、入湯税、
国民健康保険料、後期高齢者医療保険料）の適正賦課と法令遵守に
徹した徴収業務を行います。
また、私債権についても横断的に滞納整理を進めます。

新規

新規
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（１）都市・住まいづくりと土地利用の推進
【地籍調査事業】

　1 億 6,584 万円　
市民環境部国土調査課

☎ 0854-40-1105

市民の皆さんの財産である土地の境界、所有者、地目等を調査、確
認し、正確な情報とするための事業です。成果は登記所に送られ、
登記簿や地図が修正、更新されます。
　【調査を実施する地区】
　　　◎大東町…塩田地区、篠淵地区
　　　◎三刀屋町…乙加宮地区、坂本地区、古城地区

【市営住宅建設、管理事業】

　2 億 7,171 万円　
建設部建築住宅課
☎ 0854-40-1065

市営住宅等の維持・管理を行うとともに、施設の改修等を計画的に
実施します。
市営住宅等の管理を島根県住宅供給公社に委託します。
　【整備・改修実施箇所】
　　　◎三刀屋団地　　
　　　◎三刀屋第２団地　　　など

【木造住宅耐震化等促進事業補助金】

　280 万円　
建設部建築住宅課
☎ 0854-40-1065

木造建築物の耐震改修促進のため、耐震診断・耐震設計・耐震改修・
解体工事に対して助成を行います。
    補助率 　補助限度額
　①耐震診断 　　　　　　　  9/10 　    6万円
　②耐震設計 　　　　　　　  1/2 　  20万円
　③耐震改修 　　　　　　　23/100　  80万円
　④解体工事 　　　　　　　23/100　  40万円

【住宅リフォーム支援事業補助金】

　1,700 万円　
建設部建築住宅課
☎ 0854-40-1065

住宅の居住環境の向上のため、各種工事に対して助成を行います。
    補助率 　補助限度額
　①耐震計画へ上乗せ 　　　　 1/2 　  10万円
　②耐震工事へ上乗せ 　　　　 1/2 　  20万円
　③バリアフリー工事へ上乗せ   1/2 　  10万円
　④下水接続　　　　        ― 　  10万円
　⑤エコ改修 　　　　　　　　1/5 　  20万円
　　エコ設備 　　　　　　　　1/5 　  10万円

【三刀屋・木次IC周辺地区都市再生整備計画事業】

　１億 20 万円　
建設部都市計画課
☎ 0854-40-1064

中心市街地を活性化する取り組みとして、商業施設集積エリアにお
いて市道拡幅や広場整備などを行います。

（２）自然環境・景観の保全
【新エネルギー機器導入補助金】

　251 万円　
市民環境部環境政策課

☎ 0854-40-1033

住宅用・事業所用太陽光発電システム設置に対して補助金を交付し
ます。1件あたりの上限は、住宅用は4kw、事業所用は9.99kwで、
住宅用は１kw当り4万4千円を補助します。
　※パナソニック製以外の場合は、2万7千円／ kw
太陽光発電機器と同時に住宅用蓄電池の設置に対して補助金を交付
します。蓄電容量1.0ｋｗ以上１件当たり10万円を補助します。

【環境衛生事業】

　8 億 80 万円　
市民環境部環境政策課

☎ 0854-40-1033

ごみ処理をしている雲南市・飯南町事務組合と、し尿・汚泥処理を
している雲南広域連合への運営負担金です。
平成31年度、32年度で雲南エネルギーセンターの設備改修工事を
行います。

【ごみ集積施設整備費補助金】

　40 万円　
市民環境部環境政策課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1033

ごみ集積施設を整備する場合、補助金を交付します。
補助金額は、上限が10万円で、設置経費の1/3、または利用世帯数
に５千円を乗じた額のいずれか低い額となります。

（３）地域情報化の推進
【雲南市飯南町事務組合負担金（ＣＡＴＶ事業）】

　8,019 万円　
政策企画部情報政策課

☎ 0854-40-1015

CATV事業をしている雲南市・飯南町事務組合への運営負担金です。

（４）生活道路の整備
【市道整備・維持補修事業】

　６億 6,267 万円　
建設部建設工務課
☎ 0854-40-1063

市道整備計画に基づく市道の整備費、道路維持管理計画に基づく市
道や市道橋の維持・修繕・補修、道路愛護作業などの経費です。
　◎市道整備　　　12路線
　◎トンネル修繕　1 ヵ所
　◎橋梁修繕　　　11橋

【除雪事業】

　1 億 536 万円　
建設部建設工務課
☎ 0854-40-1063

冬期の交通確保のため、市が所有する除雪車の運転委託経費・修繕
整備費、業者所有除雪車の委託経費、除雪車リース料、建設業(除
雪作業)従事者資格取得費用補助および除雪車の購入などです。
平成31年度も、引き続き除雪車回転場の整備を行います。

施策別主要事業�

安全・安心で快適なまち《定住環境》

拡充

拡充

【ふるさと納税推進事業】
　5,364 万円　

政策企画部政策推進課
☎ 0854-40-1011

ふるさと納税専門ポータルサイトでの寄附対応や返礼品の充実等を
図るとともに、地域課題の解決を促進するため、ふるさと納税を活
用してNPO等の取り組みを支援します。
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（５）広域幹線道路の整備
【国道・県道整備関連事業・高速道路整備関連事業・県道整備事業負担金】

　1 億 5,466 万円　
建設部都市計画課
☎ 0854-40-1064

（仮称）加茂BSスマートインターチェンジ整備に関する市道整備や
県道整備のための負担金および県道整備に関連する市道整備を行い
ます。

（６）公共交通ネットワークの整備
【公共交通対策事業】

　2 億 8,218 万円　
政策企画部うんなん暮らし推進課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1014

「市民バス」や「だんだんタクシー」の運行およびバスセンターの
管理を行います。
また、平成31年度のダイヤ改正で、だんだんタクシー西日登線の
運行エリア拡大（湯村、平田、北原を追加）や吉田だんだんバスの
午後便の新設などを行い、市内病院への通院、買い物の利便性向上
を図ります。

（７）上水道の整備
【飲料水確保対策事業補助金】

　100 万円　
市民環境部環境政策課

☎ 0854-40-1033

水道未普及地域等において、居住のため飲用井戸を新設する場合、
補助金を交付します。補助金額は、補助対象経費の1/2以内、上限
が100万円です。

【水道事業】

 収益的支出  13 億 6,623 万円 
 資本的支出 　8 億 8,672 万円 

水道局工務課
☎ 0854-40-0163

収益的支出は、動力費、薬品費、修繕費、減価償却費など水道施設
の維持管理にかかる費用です。
資本的支出は、水道施設の建設および企業債償還元金にかかる費用
です。大東町上久野地区の未普及地域解消、主要配水管の耐震化工
事および配水管や機器の更新工事などを行います。

【工業用水道事業】

 収益的支出　5,878 万円 
 資本的支出　3,635 万円 

水道局工務課
☎ 0854-40-0163

収益的支出は、動力費、修繕費、減価償却費など工業用水道施設の
維持管理にかかる経費です。
資本的支出は、企業債償還元金にかかる費用です。

（８）下水道の整備
【生活排水処理事業】

　25 億 9,600 万円　
上下水道部下水道課
☎ 0854-42-3471

家庭や事業所から流される生活排水などをきれいにするための合併
浄化槽や農業集落排水、公共下水道施設の維持管理、整備などにか
かる費用です。
今年度は合併浄化槽50基、下水道処理施設の更新工事などを行い
ます。

（９）消防・防災対策の推進
【消防・防災事業】

　10 億 284 万円　
防災部防災安全課・各総合センター

　　　   ☎ 0854-40-1027

雲南消防本部への負担金、消防団の管理運営経費や消防車両の維持・
更新、防災対策、県防災システム負担金などの経費です。

【防火水槽整備事業】

　1,400 万円　
防災部防災安全課・各総合センター

　　　   ☎ 0854-40-1027

自治会等の要望により、耐震性防火水槽（40ｔ）を整備します。
今年度は２基分を予算化しています。

【デジタル防災行政無線整備事業】

　300 万円　
防災部防災安全課
☎ 0854-40-1027

災害時における停電や断線を想定した無線による情報伝達手段を確
保し、情報伝達手段の多様化を図ることを目的に、2020年度に整
備を予定している「280MHzデジタル同報無線システム」の実施
設計を行う経費です。

【原子力災害対策事業】

　1,036 万円　
防災部防災安全課
☎ 0854-40-1027

防災会議、雲南市原子力安全顧問会議、雲南市原子力発電所環境安
全対策協議会、超高密度気象観測システム利用料、安心安全メール
気象連携機能の追加、災害用備蓄品整備の経費です。

（10）交通安全の推進
【交通安全対策事業】

　1,292 万円　
防災部防災安全課・各総合センター

　　　   ☎ 0854-40-1027

カーブミラーやガードレールの整備費や交通指導員の報酬、交通安
全対策協議会の運営経費などです。
65歳以上の高齢者の方などが自動車運転免許証を自主返納された
場合、市民バスの回数券や、市内温浴施設の回数券を配布します。

（11）消費者保護・防犯対策の推進
【消費者保護対策事業】

　267 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

市民の皆さんが安全・安心な消費生活を営むことができるよう「雲
南市消費生活センター」で相談・啓発事業を実施します。

【防犯街路灯整備事業補助金】

　135 万円　
防災部防災安全課・各総合センター

　　　   ☎ 0854-40-1027

自治会等でLED防犯灯を整備する場合、補助金を交付します。
補助金額は、設置工事費の1/2以内で、既設電柱へ共架する場合は
上限2万円、支柱を設置する場合は上限4万円となります。

施策別主要事業�

支えあい健やかに暮らせるまち《保健・医療・福祉》
（１）地域医療の充実

【福祉医療事業】

　1 億 3,259 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

心身に重度の障がいのある方およびひとり親家庭に対して、医療費
の自己負担分の一部を助成します。

拡充

新規
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【国民健康保険事業】

　43 億 9,970 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

平成30年度からは島根県も保険者となり、県内市町村と共同運営
しています。
雲南市国民健康保険に加入している人に対する本人負担分を除く医
療費の支払、保健事業（特定健診、特定保健指導、人間ドック、脳
ドック）などの費用です。

【後期高齢者医療事業】

　10 億 8,900 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031

75歳以上の人（広域連合が認定した一定の障がいのある65歳以上
の人を含む）が加入する医療保険制度で、島根県後期高齢者医療広
域連合と県内全市町村が協力して運営します。

【市立病院事業】

 収益的支出　53 億 8,877 万円 
 資本的支出　  9 億 4,375 万円 

雲南市立病院
☎ 0854-47-7500

収益的支出は、職員給与費、薬品費、診療材料費、委託料、光熱水費、
減価償却費など病院および掛合診療所の運営にかかる費用です。
資本的支出は、病院建設工事（西棟等解体、駐車場、発熱外来など）、
医療器械器具購入（血液培養自動分析装置、歯科診察ユニットなど）
および企業債償還元金にかかる費用です。

（２）健康づくりの推進
【母子保健事業】

　4,258 万円　
健康福祉部健康推進課

☎ 0854-40-1045

親と子の健康増進、疾病予防等を目的として、健康診査、各種教室、
育児相談等を行います。
母子健康包括支援センターを設置し、妊娠・出産・子育て期にわた
り切れ目ない支援を行います。さらに、医療機関等との連携をこれ
まで以上に細やかにした相談・支援を行います。

【予防接種事業】

　9,290 万円　
健康福祉部健康推進課

☎ 0854-40-1045

感染症の予防を目的として、予防接種法に基づき、乳幼児、学童お
よび高齢者インフルエンザ・高齢者肺炎球菌ワクチンの定期予防接
種を実施します。また、成人男性の風しん抗体検査・定期予防接種
も実施します。

【健康増進事業】

　3,048 万円　
健康福祉部保健医療介護連携室・健康推進課

　　　　　☎ 0854-40-1095

各種成人検診（健康診査やがん検診）の実施、健康教室や健康相談
などを行い、疾病の早期発見・早期治療と住民の皆様の健康増進を
図ります。
今年度も、女性特有のがんや大腸がん、肺がんについて節目年齢の
無料検診を実施します。

【身体教育医学研究所事業】

　1,406 万円　
身体教育医学研究所うんなん

☎ 0854-49-9050

生涯現役で生き生きと暮らす小児期からの健康づくりの推進のた
め、市民の身体活動促進に資する総合的・実践的研究を行います。

【健康づくり拠点推進事業】

　400 万円　
健康福祉部健康づくり政策課

☎ 0854-40-1040

市の健康づくり拠点である加茂Ｂ＆Ｇ海洋センターで、体力づくり・
健康づくりための運動プログラムを実施します。

（３）高齢者福祉の充実
【高齢者等バス・タクシー利用料金助成事業】

　1,517 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1042

65歳以上の方や障がいのある方等に、市民バスや市内タクシーで
使える優待乗車券を券面額の半額で交付し、お使いいただくことで
市民バスや市内のタクシーの利用料金を助成します。

【老人保護措置事業】

　2 億 1,856 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1042

身体・精神・環境・経済的理由などにより居宅において生活が困難
な高齢者を対象に、市内または市外の養護老人ホームへの入所措置
を行い、体調管理や生活指導を行います。

【介護保険事業】

　7 億 7,608 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1042

雲南広域連合が行っている介護保険業務に係る費用について、構成
する１市２町で負担します。

【地域支援事業】

　9,453 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課

☎ 0854-40-1042
　　　・健康福祉総務課・保健医療介護連携室
　　　・健康づくり政策課・各総合センター

各種関係機関と連携し、医療、介護、生活支援、介護予防など地域
包括ケアシステムの構築に向けた取り組みを推進していきます。ま
た、今年度から、高齢者に関する総合的な相談支援を行う「地域包
括支援センター」の業務委託を行います。

（４）障がい者（児）福祉の充実
【地域生活支援事業】

　1 億 775 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1042

障がいがある人がその有する能力や適性に応じ、自立した日常生活、
社会生活を営むことができるよう、地域の実情に応じた柔軟な事業
形態により支援を行います。

【障がい者自立支援給付事業・障がい児通所給付事業】

　11 億 8,973 万円　
健康福祉部長寿障がい福祉課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1042

障がい者自立支援給付事業では、さまざまな障がい者福祉サービス
を実施するとともに、補装具費の支給も行います。
障がい児通所給付事業では、療育支援が必要な児童に、通所による
サービスの提供などを行います。

（５）生活困窮者の支援
【生活保護事業】

　２億 9,294 万円　
健康福祉部健康福祉総務課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1041

生活に困窮する方に対し、資力、需要を調査したうえで、必要に応
じて保護を行い、その最低限度の生活を保障するとともに、自立し
た生活ができるよう援助する事業です。

【生活困窮者自立支援事業】

　1,794 万円　
健康福祉部健康福祉総務課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1041

生活困窮者の相談に応じ、アセスメントにより自立支援計画を策定
し、各種支援が包括的に行われるよう関係機関との連絡調整を実施
します。また、離職等により住宅を失ったまたはその恐れの高い生
活困窮者であって、所得等が一定水準以下の場合、有期で家賃相当
額を支給します。

拡充
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ふるさとを学び育つまち《教育・文化》（６）地域福祉の充実
【社会福祉協議会補助金】

　1 億 2,192 万円　
健康福祉部健康福祉総務課

☎ 0854-40-1041

雲南市社会福祉協議会の法人運営費やボランティアセンター事業、
日常生活自立支援事業、法人後見事業など地域福祉活動に対し補助
金を交付します。

（７）子育て支援の充実
【児童手当、児童扶養手当事業】

　6 億 2,999 万円　
市民環境部市民生活課

☎ 0854-40-1031
・子ども政策局子ども家庭支援課

☎ 0854-40-1067
・各総合センター

子どもの健全育成のために０歳から中学校修了までの児童等を扶養
する父母等に対して児童手当を給付します。
児童扶養手当は、父母の離婚などにより父または母と生計を共に
していない児童を監護・養育している人に対し支給するものです。
2019年11月分から、支払回数が４ヵ月分ずつ年３回から２ヵ月分
ずつ年６回に変更になります。

【病児・病後児保育事業】

　1,585 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

子育てと就労の両立を支援するため、市内３ヵ所で病気の回復期の
子どもを一時的に預かる病後児保育施設の運営委託を行います。
また、うち１ヵ所では、病気の回復期に至らない場合でも、当面の
病状の安定している子どもを一時的に預かるサービスを行います。

【放課後児童対策事業】

　7,592 万円　
子ども政策局子ども政策課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1044

保護者が共働きなどで昼間不在になる家庭の小学校に就学している
児童が友達と遊んだり宿題をしたりして過ごす場所「放課後児童ク
ラブ」の運営や運営の委託を行います。

【地域子育て支援事業】

　3,253 万円　
子ども政策局子ども政策課・各総合センター

　　　　☎ 0854-40-1044

ファミリーサポートセンターを設置し、育児援助を行いたい方、育
児援助を受けたい方双方の会員を募集・登録し、相互の援助活動の
調整を行います。また、地域子育て支援センターでは、地域の子育
て家庭に対する育児不安について相談指導を行います。

【保育所運営事業】

　11 億 662 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

市内４ヵ所の市立保育所と市内５ヵ所の市立認定こども園（保育所
型・幼保連携型）の管理・運営費と業務委託費、市内５ヵ所の私立
保育所での保育実施のための措置費です。

【幼稚園管理・運営事業】

　6,641 万円　
子ども政策局子ども政策課

☎ 0854-40-1044

市内４ヵ所の市立幼稚園と市内５ヵ所の市立認定こども園（幼稚園
型）の管理・運営に要する経費です。

拡充

（１）学校教育の充実
【学校給食センター建設事業】

　９億 6,473 万円　
教育委員会教育総務課

☎ 0854-40-1071

木次、三刀屋、吉田、掛合の４つの給食センターを統合する学校給
食センター（中央学校給食センター）を、今年度２学期からの給食
提供に向けて建設します。

【小学校・中学校空調施設整備事業】

　１億 6,795 万円　
教育委員会教育総務課

☎ 0854-40-1071

小学校・中学校の主に特別教室（音楽教室、理科教室）にエアコン
を設置します。

【おんせんキャンパス運営事業、子ども・若者広域支援事業】

　3,262 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

学校に行きにくい児童生徒（高校生年代も含む）の学校復帰、学び
直し、就労に向けた支援を行う教育支援センター（通称：おんせん
キャンパス）の運営を教育NPOとの協働により取り組みます。

【学校支援事業、特別支援教育推進事業】

　3,833 万円　
教育委員会学校教育課

☎ 0854-40-1072
子ども政策局子ども家庭支援課

☎ 0854-40-1067

子ども一人ひとりの教育的ニーズに応じた適切な指導や必要な支援
を行うための取り組みを進めます。
個別の支援を必要とする児童生徒のための支援員配置や、スクール
カウンセラーの配置等、きめ細やかな支援を実施します。
児童福祉等専門知識を持つスクールソーシャルワーカーを２人配置
し、支援の拡充を図ります。また、幼児期通級指導教室を開設し、
就学前の幼児への指導を行います。

【郷土・伝統・文化推進事業、夢発見ウィーク事業】

　180 万円　
教育委員会学校教育課・キャリア教育推進室

　　　  ☎ 0854-40-1072 ／☎ 40-1073

「夢」発見プログラムで行う小学校での交流事業や市内のスポット
めぐり、中学生の職場体験（「夢」発見ウィーク）等を通して、次
代を担う子どもたちの育成を図ります。 

【学校給食運営事業】

　5 億 1,073 万円　
教育委員会教育総務課

☎ 0854-40-1071

市内の幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、養護学校雲南分教
室の園児、児童、生徒など一日約3,600食分の給食をつくります。
今年度の２学期からは、4 ヵ所の学校給食センターを統合する中央
学校給食センターからの提供を行います。

（２）生涯学習の推進
【国際交流事業】

　1,248 万円　
政策企画部地域振興課

☎ 0854-40-1013

国際交流員の配置や、市内の団体等が実施する国際交流事業を支援
し、市民の異文化理解の推進を図ります。
また、在住外国人への相談や支援などを行う多文化共生事業に取り
組みます。

拡充

拡充

拡充

拡充

新規
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挑戦し活力を産みだすまち《産業》【図書館運営事業】

　4,144 万円　
教育委員会社会教育課

☎ 0854-40-1073

市内６ヵ所の市立図書館および市立図書室の管理運営に要する経費
です。市民の生涯学習の拠点としての充実に努めます。

 

（３）青少年健全育成の推進
【放課後子ども教室事業】

　1,226 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

主に小学生を対象として、放課後や土日、祝日に安全・安心な子ど
もの活動教室（居場所）を設け、地域の皆さんの協力を得ながら、
勉強やスポーツ、文化活動、昔の遊び、野外体験活動などに取り組
みます。

【家でも学校でもない第三の居場所事業】

　1,469 万円　
教育委員会キャリア教育推進室

☎ 0854-40-1073

さまざまな事情を抱えた児童を対象にした新たな居場所を設置し、
学習習慣や生活習慣を身に付けるためさまざまな体験活動を行いま
す。

（４）平和と人権の尊重
【永井隆顕彰事業】

　358 万円　
教育委員会社会教育課

☎ 0854-40-1073

永井隆博士の「平和を」と「如己愛人」の精神に基づき、「永井隆
平和賞」作品募集と発表式典の実施など、雲南市をあげて平和の重
要性を全国に発信します。

【人権同和教育・啓発事業】

　1,662 万円　
人権センター

☎ 0854-42-1767

人権問題に係る相談や人権・同和教育および啓発を進めます。
地域の人権・同和教育や啓発を進めるために、市人権・同和教育推
進協議会および運動団体へ補助金交付、関係団体へ法令外負担金を
支出します。また、人権センターの管理費や講演会・各種研修会の
開催経費です。

（５）生涯スポーツの振興
【体育振興事業】

　1 億 4,354 万円　
教育委員会社会教育課

☎ 0854-40-1073

体育協会、スポーツ少年団の活動補助金やスポーツ推進委員協議会
の活動助成金、その他各種大会開催等の補助金です。
また、市内スポーツ施設を管理するための経費です。

（６）地域文化の振興
【文化財保護、調査事業】

　1 億 1,107 万円　
教育委員会文化財課
☎ 0854-40-1104

市内には加茂岩倉遺跡や菅谷たたら山内、特別天然記念物コウノトリ
など多くの重要な文化財があり、これらをはじめとするさまざまな文
化財の調査、保護を行いながら文化財の一層の活用を図ります。
菅谷たたら山内については、引き続き保存修理工事を進めていきます。

新規

（１）地域資源を活かした産業の創出
【新商品開発・販路拡大事業】

　430 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

市内の中小企業者等が事業化を目的とした新製品、新技術の開発、
商品の改良および新製品の販路開拓に要する経費の一部を補助する
ことにより、市内におけるものづくりの取り組みを支援します。
　◎新商品開発支援　　　　　◎商談会等出展支援
　◎デザイン開発支援　　　　◎情報発信PR支援
　◎６次産業化・農商工連携支援

【農商工連携促進事業】

　90 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

市内の農商工業者が連携して「地域資源」や「食の幸」を活かした
新たな産品開発と販路拡大を行い、新産業創出に取り組みます。
　◎５つのプロジェクトの推進
　　（スパイス、スイーツ、たまご、さくら、山の幸）

（２）雇用機会の充実と安定
【労働施設管理事業】

　1,589 万円　
産業観光部商工振興課・産業施設課

　　　　　  ☎ 0854-40-1052／☎ 40-1093

勤労者総合福祉センター（サンワーク木次）と勤労青少年ホームの
管理経費および小規模修繕経費です。
　◎勤労者総合福祉センター管理事業（1,039万円）
　◎勤労青少年ホーム管理事業（528万円）
　◎労働施設小規模修繕事業（22万円）

（３）工業の振興
【企業立地促進対策事業】

　5,229 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

働き場の確保・充実に向け、新たな企業の進出や地場企業が行う増
設等に対し、次の助成を行います。
　◎増加固定資産税相当額の助成　　
　◎増加雇用人数に対する助成　　◎用地取得代金に対する助成

（４）農業の振興
【農業振興事業】

　6 億 2,698 万円　
農林振興部農政課・農業委員会

☎ 0854-40-1051 ／☎ 40-1092

地元農産物の生産振興、集落営農組織や認定農業者等の担い手農家
の育成、新規就農者支援の経費です。担い手の施設整備・農地集積、
リースハウス整備やブランド米振興等に取り組み、生産者に対して
引き続き支援事業を行います。また、農業委員会や担い手育成支援
室等の管理運営経費や中山間地域直接支払交付金、多面的機能支払
交付金、環境保全型直接支払交付金などです。

【畜産振興事業】

　2,305 万円　
農林振興部林業畜産課

☎ 0854-40-1050

市場性の高い肉用牛の増頭対策や高い乳質にこだわった酪農の生産
振興のための経費です。また、市営牧場や繁殖和牛センター等の管
理運営費、畜産団体の育成費、各種協議会の負担金、優良雌牛の保
留・導入補助や家畜共進会の奨励補助などです。
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議会、その他
（１）議会、その他

【議会運営事業】

　1 億 7,328 万円　
議会事務局

☎ 0854-40-1004

議員報酬、政務活動費、議会運営費、全国・県市議会議長会等の上
部団体への負担金、議会広報の発行、議会ICT化などの経費です。

【一般会計公債費】

　39 億 8,894 万円　
総務部財政課

☎ 0854-40-1023

これまでの建設事業などの実施のために発行した地方債（借入金）
の元利償還金などです。

【土地改良、農地整備事業】

　1 億 4,315 万円　
農林振興部農林土木課

☎ 0854-40-1053

大型機械による作業の省力化と生産性の向上を図る圃場整備や、中
山間地域の農村活性化を図る圃場・用水など総合的な整備を行うた
めの経費です。平成31年度は、雲南北地区（大東町、加茂町、木次町）
の圃場、大吉田地区・三代地区・菅谷地区の圃場等の整備や、ため
池の改修、頭首工の調査、塩田ダムの改修、小規模な土地改良事業
などに取り組みます。

【農道整備事業】

　9,166 万円　
農林振興部農林土木課

☎ 0854-40-1053

農道整備事業は、農業の生産活動や農作物の流通など労力の軽減を
図るとともに、農村地域の社会生活にも活用を図る道路整備、農道
橋耐震補強、保全対策および既存農道維持事業に取り組みます。
　【今年度整備する主な農道】
　　　◎幡屋地区基幹農道（大東町～加茂町）
　　　◎佐世地区基幹農道（大東町）
　　　◎掛合川上地区農道（掛合町～吉田町）
　　　◎飯石広域農道（木次町～掛合町）

（５）林業の振興
【林業振興事業】

　3 億 3,315 万円　
農林振興部林業畜産課

☎ 0854-40-1050

森林が持つ公益機能を十分に発揮させるため、森林の適切な維持・
管理を図り、林業生産活動を活発にするための経費です。
森林経営管理法に基づく、森林所有者の意向調査の準備や森林現況
調査などの経費、林業関係団体や協議会の負担金、森林・林業関係
施設の管理費、有害鳥獣捕獲事業、公有林整備事業や公社造林受託
事業などです。
また、森林バイオマスエネルギー事業における施設整備、市民の林
地残材収集運搬にかかる経費支援などです。

（６）観光の振興
【観光振興事業】

　4,668 万円　
産業観光部観光振興課

☎ 0854-40-1054

（一社）雲南市観光協会への活動補助をします。
また、雲南市の「たたら」「神話・神楽」「美しい景観」などの観光
資源の知名度向上や誘客のために宣伝・PRを行います。

【観光施設管理事業】

　1 億 1,723 万円　
産業観光部産業施設課

☎ 0854-40-1093

市内にある道の駅や温泉施設など観光集客施設の管理運営を行いま
す。
平成31年度は、おろち湯ったり館や海潮温泉泉源ポンプの修繕な
どを行います。

【日本一のさくらのまちづくり事業】

　1,797 万円　
産業観光部観光振興課

☎ 0854-40-1054

市の花に指定された「桜」。市民が中心となって組織された「雲南
市さくらの会」の活動費用を補助し桜の木の保全や手入れを行いま
す。また、「雲南市桜まつり」では、開催経費の補助や周辺地域に
向けたPRを行うなど日本一の桜のまちづくりを推進します。

拡充

【清嵐荘整備事業】

　13 億 454 万円　
産業観光部観光振興課

☎ 0854-40-1054

本年秋のリニューアルオープンに向け、建築工事・外構工事・備品
購入などを進めます。

（７）商業の振興
【商工振興事業】

　1 億 2,227 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

市内の中小企業者が有利な資金を借りられるよう金融機関への預託
や、商工会による小規模事業者への経営指導事業に対する補助、新
たに創業される商店などの「店舗改装費」「店舗家賃」「融資保証料」
に対しての補助を引き続き行います。
また、小規模事業者の支援活動に係る経費を商工会へ助成するなど、
市内中小企業の振興に努めます。

【中心市街地活性化推進事業】

　2,411 万円　
産業観光部商工振興課

☎ 0854-40-1052

雲南市中心市街地活性化協議会へ事業の調整・推進役を担うタウン
マネージャーの配置や事務局運営費、また、民間事業推進のための
支援経費などを負担します。
また、関係機関等と協議、調整を行い、雲南市中心市街地活性化基
本計画の着実な推進を図ります。

拡充

拡充
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職員数

（人）

（計画）

財政見通し（定員管理計画・中期財政計画）�

持続発展する雲南市をめざして
建設事業と地方債現在高
　建設事業は道路や上下水道、学校その他公共施設などの整備事業のことです。これらの整備には一度に多額の
資金が必要なことや、これから先、長年にわたって利用されることから地方債（借金）により整備されることが
ほとんどです。このことから、建設事業と地方債現在高には密接な関係があるといえます。
　建設事業は生活の基盤であると同時に、市内の産業を支える重要な役割もあります。これら建設事業と借金返
済のバランスを上手にとることが必要です。
　雲南市は、合併以来、地方債現在高を減らすように努めてきましたが、依然として多額の返済が必要です。毎
年の借金返済額が減り、市の財源に余裕ができれば、新たな事業への取り組みが可能になります。

地方債現在高

（億円）
建設事業費

（億円）

建設事業費と地方債（借金）現在高【普通会計】

普通建設事業費

地方債残高

※平成31年度は、中期財政計画における計画値です。

組織の見直しと職員数の削減
　職員数については、平成26年度に見直した「雲南市定員管理計画」において、平成32年度472人（平成31年
４月市立病院へ移行した掛合診療所職員６人を含む）としており、今後3人程度減らすこととしています。
　この職員数の減に対応するためには、今後も事務事業の整理・統合を行いながら、効率的な行政組織に見直し
ていくことが必要です。

中期財政計画
　中期財政計画は、雲南市総合計画の着実な実施に向けて、中期的な財政収支の見通しを立て、限られた財源を
有効に活用し、健全で総合的な行財政運営を行うための指針となるものです。この計画は、現実的な期間として
５年間を設定して策定し、国・県の動向などの最新情報をもとに、毎年見直しを行っています。
　今回策定した計画は、平成31年度から平成35年度までの５年間を計画期間としています。

※中期財政計画は、普通会計全体（一般会計と土地区画整理・農業労働災害共済特別会計の合計）で
推計したものです。

◎ポイント
１　平成27年度からの地方交付税一本算定への移行に伴う減額は、国の制度改正により▲27億円から▲10億

円程度に復元されましたが、地方交付税総額が減少したことにより、単年度の収支不足は現状では解消さ
れていません。収支不足をこれ以上拡大させないよう、経費全般にわたり見直しを図る必要があります。

２　実質公債費比率については、単年度比率が平成29年度より増加となるため、引き続き実施計画に基づき、
地方債発行と起債償還のバランスを図り、比率の抑制を図る必要があります。

３　地方交付税への依存が高い中、平成31年度地方財政計画における一般財源総額は、平成30年度と同水準
を下回らないこととされましたが、国の厳しい財政状況を踏まえた今後の地方交付税、国庫支出金などの
動向に留意する必要があります。

４　物件費、補助費、繰出金などについては、削減率での推計、あるいは、経営計画額に基づき計上していま
すが、行政評価、行財政改革実施計画、公共施設等総合管理計画などの着実な実行により、計画値の達成
を図る必要があります。

５　合併特例債については、適用期限が平成36年度まで再延長となりました。したがって、計画期間中は、
地方債発行と起債償還バランスを図りながら、活用を図ります。

◎歳入 ⇒計画期間 単位：百万円
項　　　目 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35

市税 4,142 3,987 4,007 4,024 3,979 3,995 4,012
地方譲与税・交付金等 1,058 1,092 1,015 1,092 1,092 1,107 1,107
地方交付税 13,686 13,222 12,805 12,679 12,420 12,312 12,534
分担金・負担金 231 275 265 241 245 245 245
使用料・手数料 429 410 407 407 407 407 407
国庫支出金 2,812 2,300 2,419 2,076 2,050 1,918 1,948
県支出金 1,970 1,933 2,091 1,925 1,956 1,973 1,991
地方債 3,921 4,630 6,082 5,159 2,864 2,142 2,348
その他 1,501 2,017 2,101 1,585 1,543 1,533 1,519

合計　　　A 29,750 29,866 31,192 29,188 26,556 25,632 26,111
◎歳出

項　　　目 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
人件費 4,234 4,073 4,127 4,244 4,161 4,170 4,160
公債費 4,196 4,022 3,948 3,923 3,845 3,956 4,263
扶助費 3,844 3,548 3,585 3,541 3,595 3,651 3,710
補助費等 4,399 4,666 4,761 5,288 4,727 4,676 4,591
普通建設事業費 4,422 4,911 6,285 4,517 2,665 1,685 1,862
繰出金 3,685 3,430 3,251 2,859 2,896 2,945 3,004
その他 4,556 4,947 5,235 4,816 4,667 4,549 4,521

合計　　　B 29,336 29,597 31,192 29,188 26,556 25,632 26,111
◎収支

C=A-B 414 269 0 0 0 0 0
◎うち財政調整基金・減債基金の状況

項　　　目 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
積立て 0 0 0 0 0 0 0
取崩し 0 100 400 420 420 420 400
◎基金残高・地方債残高

項　　　目 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
基金残高 11,284 10,893 9,974 9,254 8,581 7,923 7,286
地方債残高（普通会計） 33,681 34,554 36,730 38,116 37,322 35,651 33,953
　　　　　　※参考 H16 末地方債残高：56,758
◎財政指標 単位：％

項　　　目 H29 H30 H31 H32 H33 H34 H35
実質公債費比率（単年） 10.6 12.2 12.6 12.8 13.0 13.2 14.1 
実質公債費比率（３年平均） 11.4 11.0 11.2 11.8 12.5 12.8 13.0 
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　歳入のうち地方交付税が合併後10年を経過し減少
するため、歳入歳出総額も減少していかざるを得ませ
ん。したがって、普通建設事業費の圧縮をはじめとし
て補助費等、人件費などの削減を計画しています。
　平成35年度末には、地方債残高が340億円、基金
残額73億円の確保をめざします。

※グラフの単位は、すべて百万円です。

各指標の比較（平成31年度と35年度との比較）
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※実質公債比率：普通会計に一部事務組合や公営企業会計等の公債費部分への補助・負担金、繰出金などを加え
た借入金の返済額についての比率で、財政指標の一つです。この比率が18％以上になると新たな起債の発行
が協議制から許可制になり、25％以上になると起債の発行が制限され、財政健全化計画を策定し早期是正を
図る必要があります。

261億円程度の規模へ

27億円の残高減

同額程度と想定

同額程度と想定

2.7億円の減額

3.2億円の増額

28億円の残高減


